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第６章 デンマーク・オランダにおける 

家畜ふん尿の管理と農地還元 

浅井 真康 

１．はじめに

伝統的な農業経営では，家畜飼養と作物生産を同じ農場内で行う複合的な農業システム

を基盤として，家畜ふん尿を肥料として作物生産に利用し，生産された飼料を家畜に与え

ることで農場内の栄養素をうまく循環させてきた（Martin et al., 2016）。しかしながら，第

二次世界大戦後，食料需要の増加またそれに伴う技術体系や市場の変化により，農業経営

の専門化・集約化が進み，多くの場面で作物と畜産の生産を結ぶ栄養サイクルが分断され

てしまった（Russelle et al., 2007）。その結果，耕種システムでは長期にわたる化学肥料へ

の高い依存，畜産システムでは大量に発生する家畜排せつ物の廃棄，そして農場周辺の水

環境や大気の汚染，また居住者の生活にも影響を与えることになった（Spiegal et al., 2020）。

生産の特化は各地域の土壌環境等と密接に関係することから，特に畜産業が集積する地域

にて地下水や表流水の汚染は顕著な問題となっている。

このような農業活動に起因する環境問題，さらに近年の化学肥料や飼料価格の高騰化等

を受けて，今一度畜産システムと耕種システムを栄養サイクルの観点で結びつけようとい

う動きが世界的に高まっている。例えば，耕畜連携を意味する「Crop-livestock integration」

をキーワードに Google scholar で検索してみると，文献数は増加傾向にあり（第 1 図），本

テーマの関心の高さが伺える。

第 1 図 耕畜連携を扱った英語文献の増加

注：Google scholar を用いて各年に発表された文献の検出数を調査した．検索キーワードには，("crop 
livestock integration") OR ("integrated crop livestock")を用いた． 
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このような潮流の中で，近年，米国農務省は「Manuresheds」というコンセプトを立ち上

げ，畜産集積地域を中心に当コンセプトの普及を図っている。Kleinman et al. (2022)は

Manuresheds を「肥料資源としての家畜排せつ物と生産性を維持するために肥料投入が必

要な作物生産や放牧活動とを結び付ける地理的な空間」と定義している。また Spiegal et al. 

(2020)によれば，Manuresheds の考え方は単に個別の複合経営（第 2 図 a.）に限らず，地域

内（米国では郡内と表現）における畜産農家と耕種農家のやりとり（第 2 図 b.），さらに

はより広域的な家畜排せつ物の流通（第 2 図 c.）等，さまざまな空間的な規模での取組を

指す。このような Manuresheds のコンセプトを用いることで，作物生産に必要な栄養素が

不足している畑・地区・地域へ，過剰に排出されている家畜排せつ物由来の栄養素を戦略

的に届け，利用していくことで，畜産システムと耕種システムの再融合を図り，環境・社

会的な課題の解決を目指している。 

 

 

  

第 2 図 Manureshedsの概念図 

出所：Spiegal et al. (2020)． 

 

一方で Manuresheds を創出し，持続的に管理していくには，家畜排せつ物を管理する畜

産農家と受取人である耕種農家との信頼関係の構築やそれを助ける普及員の役割，また肥

料として家畜排せつ物が広く利用される上で重要となる処理加工技術の開発と利用，家畜

排せつ物をタイムリーかつ安全に輸送するためのインフラ整備，さらにこれらを誘導する

制度環境も必要となる（Spiegal et al., 2020）。 

本稿では，畜産国として大量に排出される家畜排せつ物を積極的に国内外の農地へと還

元させてきたデンマークおよびオランダでの取組に注目し，ひいては両国がどのように

Manuresheds 管理を行ってきたかを整理することを目的とする。これらを通じて，

Manuresheds の創出ならびに持続的な管理に向けた必要条件を明らかにし，今後日本にお

ける取組への示唆とする。 
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２．調査方法と整理の仕方 
 

（１）調査国の選定：デンマークとオランダ 

本稿では，以下 3 つの理由によりデンマークとオランダの家畜排せつ物の管理および農

地還元に関する取組に注目し，先行研究の文献レビュー，関係者への聞き取り調査，そし

て取りまとめを行った。 

 まず，両国における Manuresheds の実施数の多さである。厳格な環境規制の下，両国で

は畜産農家から耕種農家へと家畜排せつ物の搬出が頻繁に行われている。例えば，後述す

るようにデンマークでは全農家の半数が家畜排せつ物を介したやり取りに参加している

（Asai et al., 2014a）。 

 次に，両国ではさまざまな規模の Manuresheds が観察される点である。国土面積の 6 割

が農地であるデンマークでは，比較的農地へのアクセスが容易であるため，家畜排せつ物

を介した農家同士のやりとりも近距離で実施される場合が多い。他方で，オランダでは東

部・南部を中心に畜産業が集積しているため農地アクセスへの競合性が高く，自ずと広域

的に家畜排せつ物を流通させる必要があり，国外への輸出も行っている。両国を観察する

ことで，第 2 図で示したような異なる規模の取組が把握できる点が強みである。 

 最後に，Manuresheds の成功実績である。Manuresheds の目的とは，戦略的に家畜排せつ

物を農地へと還元することで，農場内および地域内の農業生産システム全体の栄養サイク

ルの効率を上げ，結果的に化学肥料への依存を下げることである。第 3 図は OECD 加盟国

における農業生産で発生した余剰窒素分を当国の全農地面積で割ったもの（1）であるが，デ

ンマーク，オランダについては 1990 年以降，余剰窒素量の削減に成功している。このよう

な成功実績がどのような背景・政策誘導によってもたらされてきたのかを理解することは，

OECD 加盟国の中でも余剰窒素バランスの値が高く，かつ減少傾向の見られない日本にお

いても参考になると考える。 
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第 3 図 OECD加盟国の農業セクターにおける余剰窒素バランスの変遷 

出所：OECD (online) Nutrient balance． 

 

（２）文献および聞き取り調査 

文献レビューは，2021 年 5～7 月，2024 年 11 月～2025 年 2 月の 2 期間において実施し

た。主にデンマーク，オランダの取組を中心に Google scholar を用いて検索を行ったが，そ

れ以外の欧州諸国や米国，カナダ等の文献も調査対象とした。 

2021 年 6 月には，デンマーク SEGES（デンマーク農業食料協議会が運営する研究機関）

の Leif Knudsen 氏，オランダ家畜ふん尿センター（Nederlands Centrum Mestverwaarding：

NCM）でセンター長を務める Jan Roefs 氏，フランス国立農業・食料環境研究所（INRAE）

の Laurence Loyon 博士にそれぞれオンライン聞き取り調査を実施した。いずれも自国およ

び欧州地域における家畜排せつ物管理や関連政策に精通した専門家である。 

以上から得られた情報は，①各国の畜産事情と Manuresheds の概要，②環境規制，③家

畜排せつ物の処理・運搬，④耕種農家との関係性等に基づいて整理した。なお，これらの

項目は先進国における酪農セクターのふん尿処理に関して文献レビューを行い，総説論文

としてまとめた Niles et al. (2019)を参考にした。 

 

３．デンマーク 
 

（１）Manuresheds の概要 

デンマークの国土はおよそ 4.3 万 km2 で，九州の面積のほぼ同じ小国である。しかし，

その国土の 60％は農地（約 2.6 万 km2）が占め，集約的な畜産生産に優位性があり，欧州

各国や日本・中国等東アジアへ豚肉や乳製品の輸出を盛んに行っている農業国である。国

内全体の飼養頭数は過去 15 年平均で牛は 156 万頭（うち乳用牛は 56 万頭），豚は 1246 万
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頭となっている（第 4 図）。頭数に関しては緩やかな減少傾向にある一方で，畜産を飼養

する農家戸数については大幅に減り続けており，経営の規模拡大が進んでいることが見て

とれる。2012 年のデータとなるが，デンマーク国内全体で年間およそ 3500 万トンの家畜

排せつ物が排出されている（Foged, 2012）。 

 

 

第 4 図 デンマークにおける家畜頭数および畜産農家の変遷 

出所：Statistics Denmark (online) Farms with livestock． 

 

デンマークでは土壌条件が地域ごとに大きく異なるため，肥沃な壌土が広がる東の島嶼

部では耕種，砂質土が分布する西のユトランド半島部では牧草地をベースとする酪農や養

豚に特化し，それぞれ経営の大規模化が進められてきた。他方で，1970 年代以降の急速な

生産の特化と大規模化は，耕種農家の化学肥料への依存，そして畜産農家からの家畜排せ

つ物の大量排出を加速させた。特に，国内の最高地点が海抜 173 メートルと国土の大半が

平地であるデンマークでは，飲用水の硝酸汚染や海洋沿岸域での富栄養化等，深刻な問題

をもたらした。そこでデンマーク政府は，後述するように家畜排せつ物管理や施肥管理に

関する厳しい規制（例：1ha あたりの家畜排せつ物由来の窒素・リン散布量の制限や作物

毎の施肥計画の作成）を課すことで，地域全体で家畜排せつ物の農地還元を促し，化学肥

料利用の削減に成功している（第 5 図）。 

少し古いデータになるが，Asai et al. (2014a)は 2009 年に国内のほぼ全ての農家（39,038

戸）が提出した施肥管理データを用いて「どれほどの農家が家畜排せつ物の譲渡に関与し

ているか（例：酪農家が自身の農場から出たふん尿を近所の耕種農家へ搬出，あるいは耕

種農家が自身の農地へ養豚農家からのスラリーを搬入）」を調査した。これによれば，全

農家の 50％，農地面積で言えば全体の 70%が何らかの形で家畜排せつ物の搬出・搬入に関

与していることがわかっている。このような農家同士の家畜排せつ物を介したやり取りは，
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主に半径 10km 以内の距離で行われている（Asai et al., 2014a）。 

 

第 5 図 施用された家畜排せつ物および化学肥料由来の窒素量の変遷 

出所：Sommer and Knudsen (2021)． 

 

（２）環境規制 

デンマークのように集約的な家畜生産を行ってきた欧州の国・地域では，その弊害とし

て家畜排せつ物に起因する地下水と地表水の硝酸汚染と富栄養化が長年問題視されてき

た。そこで，欧州委員会は，窒素・リンの排出削減を目的に 1991 年には EU 硝酸指令（EU 

Nitrate Directives）（91/676/EEC）を，2000 年には EU 水枠組み指令 (2000/60/EC)を発令し，

各 EU 加盟国が実践する環境規制の基盤を築いた。 

例えば，EU 硝酸塩指令に従って，各 EU 加盟国は硝酸汚染や富栄養化が生じている地域

またはそのリスクの高い地下水や地表水の集水域を硝酸脆弱地帯として指定せねばなら

ず，脆弱地帯内の農業者は国が定めた行動計画を守ることが義務づけられている。 

国内の特定地域を硝酸脆弱地帯とするフランスやスコットランドとは異なり，デンマー

クは国全体を脆弱地帯と定め，農業者が守るべき行動計画を国内で統一して策定している

（浅井，2015）。デンマークの定める具体的な行動計画とは，主に以下のとおりである。 

① 作物要求に合わせた適正な施肥（家畜排せつ物＋化学合成肥料）を行うこと 

② 家畜排せつ物由来の窒素（N）の最大還元量を有機農家および養豚農家ならば 1ha あ

たり 140kg N，牛を飼養している農家ならば 170kg N にすること 

③ 家畜排せつ物由来のリン（P）の最大還元量を 1ha あたり 30kg P にすること 

④ 作物が生育できない冬期の家畜排せつ物の施用を禁止し，その間の家畜排せつ物（9

か月間分）を貯留できる施設（スラリータンク）を整備すること 

⑤ 地下水や地表水を汚染しやすい場所（傾斜地や表流水近傍等）に肥料やきゅう肥を

施用しないこと 
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主に半径 10km 以内の距離で行われている（Asai et al., 2014a）。 

 

第 5 図 施用された家畜排せつ物および化学肥料由来の窒素量の変遷 

出所：Sommer and Knudsen (2021)． 
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⑥ アンモニア揮散防止のため，スラリーについてはインジェクターを施用すること 

⑦ 圃場面積に対し一定の割合で間作物の栽培を行うこと等 

 

これら規制の中でも 1ha あたりの家畜排せつ物窒素の施用規制は，農家の家畜排せつ物

管理に多大な影響を与えている。この規制は共通農業政策（CAP）における遵守項目の一

つであり，各経営体は施肥計画の提出および年間窒素収支を Fertilizer Account と呼ばれる
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減額や支払い停止等の罰則が課せられる。 

Fertilizer Account の申請は耕種パートと畜産パートに分かれている。まず，農地を所有

し，耕作を行っている経営者は，第一段階として，作期が始まる前（当年度の 4 月中旬）

までに所有する農地における輪作計画および施肥設計の報告をデンマーク当局（Danish 
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件に応じた作物の窒素要求量，前年度の作付に関連した作付け開始時点での土壌中の可給

態窒素量等が定められており，経営者はこれらを参照して 1 年間の総窒素施肥量を計算す

る。 

次に，家畜を飼養している経営者は，飼養する家畜の品種および頭数に応じて，1 年間

に排出される家畜排せつ物に含まれる窒素量を計算する。家畜排せつ物窒素のうち作物に

利用される割合（利用率）は，家畜排せつ物の形態（スラリー，たい肥，乾燥ふん）や混

合物（敷料や吸水材）の有無，施用の仕方等によって異なるため，経営者はガイドライン

に従って的確に計算することが求められる。畜産農家はここで計算される窒素排出量が自

分の所有する圃場総面積当たりの窒素投入許容量（170kg N/ha）よりも大きい場合，土地の

購入または借入によって圃場面積を拡大，もしくは余剰分の家畜排せつ物を他の農家もし

くはバイオガスプラントへ搬出しなくてはならない。先行研究によれば，畜産農家の多く

が借入による農地の拡大を好む傾向にあることがわかっているが，地代の高騰に伴い，搬

入先パートナーを探す経営者が増えている（Jacobsen, 2011）。他方，耕種に特化し，家畜

を飼養していない耕種農家においても，搬入された窒素量と所有する農地面積とのバラン

ス（170kg N/ha）を遵守する限り，他の農家から家畜排せつ物を受け取ることができる。こ

うして，畜産農家および他の農家より家畜排せつ物を受け取った農家は作期が済んだ同年

の10 月から翌年の 2 月までに，農場全体の窒素収支量を計算しDanish Agricultural Agency

へ申請する。ここで，家畜排せつ物窒素施用規制に沿って的確に施肥が行われたことが確

認されれば，減額なしに補助金の支払いが行われる。 

 Fertilizer Account では，家畜排せつ物の譲渡を行った場合，どの農家へどれだけの家畜排

せつ物（単位は窒素量 kg N）が搬入されたのかを受取人のサイン付き契約書を同封して報

告しなければならない。家畜排せつ物受け取り農家のサイン付き契約書の提出が義務づけ

られたのは 1998 年からである。この際，CVR と呼ばれる商業登録番号が各農家の ID 番
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号として利用され，農家間の家畜排せつ物の搬出入もこの CVR を通じて追跡することが

可能となる。Danish Agricultural Agency はこの情報をもとに，それぞれの経営者が規制内

できちんと施肥管理を行っていたか，家畜排せつ物が正しく分配されていたかをクロスチ

ェックしている。デンマーク国内の農家のおよそ 9 割以上が Fertilizer Account の提出義務

者に該当しているため，ほぼ国内全土にわたる農家間の取引（パートナーシップ）が網羅

されていることになる。なお，このようなパートナーシップ構築に対して政府は助成金を

支給する等の特別な支援は行っておらず，あくまで規制に対する農家同士の自主的な協働

行動として捉えられている。 

 

（３）環境規制の実施に伴う農家・政府の負担 

1991 年に開始された EU 硝酸指令の執行は，多額な対策費の支出や家畜頭数の大幅削減

等，政府や農家への経済的負担が大きく，デンマークもその例外ではない。Sommer and 

Knudsen (2021)の報告によれば，家畜排せつ物の取り扱い，化学肥料の利用減，キャッチク

ロップ等の規制により，様々な追加費用，収入減が発生している。例えば，冬季に 9 か月

間に渡って家畜排せつ物を貯留できるスラリータンクの設置が義務付けられているが，

4000m3 のタンクを設立するには約 7 万ユーロの投資が必要とされ，これは 1 年間 1 m3 あ

たり 1.62 ユーロの費用が発生していることになる。この他，規制対応のため，スラリーを

一般的なスプレッダーではなく，インジェクターで土壌中に注入するために必要な追加費

用は 1 m3 あたり 0.8 ユーロと試算されており，これに加えてスラリー散布のために請負業

者を雇う支出も必要となる場合が多い。90 年代初頭には，スラリータンクの設置費用の

30％を政府が助成する等の支援政策もあったが，現在は行われていない。 

農家の経済的な負担に加えて，Sommer and Knudsen (2021)は規制が複雑することによっ

て増大する政府や関係者への負担についても指摘している。例えば，家畜排せつ物管理規

則について記した法的文書は 90 年代には 25 ページだったものが 2020 年代には 250 ペー

ジにまで増加した。これに伴い，規制を監視するデンマーク当局の雇用スタッフの数や農

家に代わって報告を行うアドバイザリー・サービス（民間の普及組織）の利用件数が増加

する等，複雑化する規制への対応に追われている。より効果的な規制を制定する上で，各

農家はそれぞれが置かれた条件（農地環境や毎年変化する気候等）が加味された高度な柔

軟性を求めるが，その柔軟性はまた複雑性を意味するものであり，政府を含めたステーク

ホルダーへの負担が増している。 

 

（４）農場外への家畜排せつ物の搬出 

前述のとおり，デンマークでは厳格な環境規制の下，多くの畜産農家が自身の農場では

散布しきれない余剰分の家畜排せつ物を近隣の耕種農家へ譲渡している。それでは，この

ような取引関係（パートナーシップ）はどのような形態で実施されているのだろうか。 

Asai et al. (2014a)は，2012 年に無作為に抽出した国内 1500 の畜産農家に対して，彼らが
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「その年に最も多量の家畜排せつ物を搬出したパートナー（第一パートナー）」との取引

内容について尋ねたアンケート調査を実施し，644 の有効回答を得た。質問項目は，パー

トナーとの社会関係性や継続期間，パートナー同士のコミュニケーション頻度といった社

会的な要素と，家畜排せつ物輸送の最長距離，輸送や散布にかかわる費用および役割分担，

家畜排せつ物への金銭支払いの有無といった経済的な要素の二つのパートに分かれてお

り，回答者には質問ごとに用意された回答項目の中から最も当てはまる答えを一つ選ぶよ

う依頼した（第 1 表）。 

取引内容の特徴としては，半数近くの畜産農家が近隣の耕種農家に譲渡しており，その

ためおよそ 7 割の回答者が 5km 以内の距離間で搬出作業を行っている。また，コミュニケ

ーション頻度については年に 2～5 回ほどが最も多く，これは搬出・散布日の相談や実際に

受領サインもらう必要があるため等によるものと考えられる。この他，大多数の家畜排せ

つ物が無料で譲渡されているものの，輸送や散布に係る費用については，受け取り側であ

る耕種農家が負担している場合も，畜産農家が負担する場合と同率で観察された。 

 

第 1 表 家畜排せつ物を介した取引内容に関する質問項目と回答割合（n=644） 

社会的な要素（%） 経済的な要素（%） 

パートナーと

の社会関係性 

 

隣人 

家族・親類 

農業組合等で知り合う 

農業活動外で知り合う 

その他（上記以外） 

紹介（取引前は無知） 

47.8% 

6.5% 

4.2% 

28.6% 

1.9% 

11.0% 

排せつ物の最

長輸送距離 

1 km 以下 

1～5 km 

5～10 km 

10km 以上 

12.0% 

58.8% 

23.3% 

5.9% 

パートナー間

のコミュニケ

ーション頻度 

交流無し・年に一度 

年に 2～5 回 

月に 1 度 

週 1 から毎日 

9.2% 

52.9% 

21.6% 

16.3% 

排せつ物への

支払いの有無 

支払い有 

支払い無 

21.4% 

78.6% 

パートナーシ

ップ継続期間 

5 年以下 

5～10 年 

10～15 年 

15 年以上 

28.9% 

43.2% 

19.5% 

8.4% 

費用および役

割分担（輸送と

散布） 

譲渡側負担 

受取り側負担 

シェア 

36.5% 

36.9% 

26.7% 

 

出所：Asai et al. (2014a)． 

 

さらに Asai et al. (2014a)では，回収したデータについて，様々な社会的および経済的な

要素（変数）について多重対応分析（MCA）を行い，情報をできるだけ損なわずに少数の

変数に縮約した上でクラスター分析を行った。本作業によって，より近い取引内容を実施

しているグループ（クラスター）ごとへの分類が可能となり，その特徴を観察しやすくな
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る。この結果，以下 4 つのパートナーシップの形態が明らかになった。 

 

グループ 1：“ビジネス型（有機）パートナーシップ”（n=87） 

本グループのパートナーシップは主に経済的な動機によって結ばれた取引で構成され

る。具体的には，普及員等の専門家を介して知り合った農家同士で構成されている場合

が多く，最近設立されたパートナーシップであり，輸送距離が長く（5km 以上，全体の

4 割は 10km 以上），パートナー間のコミュニケーションがほとんどないことが特徴で

ある。また，このグループには有機農家同士のパートナーシップが多い。このグループ

における費用分担は，畜産農家が単独で輸送と散布にかかる費用を負担することは少な

く，代わりに耕種農家が引き受けるか，両者で分担することが多い。 

 

グループ 2：“安定型パートナーシップ”（n=106） 

本グループでは，パートナーは主に家族・親戚や近隣の農家である場合が多く，親しい

間柄の農家同士で構成されていることが特徴。他のグループと比較して，取引の継続期

間が長く，パートナー同士のコミュニケーションが頻繁に図られ（週 1 回から毎日），

輸送距離は短い傾向にある。 

 

グループ 3：“近隣型パートナーシップ”（n=274） 

近隣の農家間でパートナーシップを結ぶ本グループが本調査では最も多く観察された。

グループ 2 とは対照的に，このグループでは輸送距離が短いにもかかわらず，パートナ

ー間のコミュニケーションは比較的少ない（年間 2～5 回）。このパートナーシップで

は，供給者である畜産農家が家畜排せつ物の輸送と農地への散布の両方を負担している

場合が多い。 

 

グループ 4：“農外ネットワーク型パートナーシップ”（n=177） 

本パートナーシップは，今回の調査で観察された 2 番目に大きいグループで，農業活動

外で知り合った耕種農家とやり取りをしている場合が多い。この取引の継続期間は比較

的浅く，パートナー間のコミュニケーションは近隣型パートナーシップよりは頻繁に行

われている（半年～2 か月に 1 回ほど）。輸送距離は比較的遠いものの（5～10km），ビ

ジネス型（有機）パートナーシップのやり取りよりは近い。 

 

 環境規制への対応から多くの畜産農家が耕種農家とパートナーシップを構築しており，

これらの多くが上記の“近隣型パートナーシップ”に該当するものと考えられる。最もコ

ストを抑えて対応すべく，近場で簡素な形態で実施されている。また，多くの畜産農家が

家畜排せつ物の余剰を抱え，地域内で飽和状態になっている中で，耕種農家に受け取って

もらうべく，その輸送や散布にかかる費用も畜産農家がサービスとして負担している点が
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る。この結果，以下 4 つのパートナーシップの形態が明らかになった。 
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特徴と言える。 

他方で，輸送距離が最も長い傾向にあるのが“ビジネス型（有機）パートナーシップ”

であるが，この多くが有機農家同士の取引であることに注意する必要がある。デンマーク

の有機農家が施肥できるのは，きゅう肥，乾燥きゅう肥，脱水家禽ふん，家禽糞を含む家

畜ふんたい肥，たい肥化きゅう肥，および液状家畜排泄物に限られており，基本的には有

機認証を受けた畜産農家からの家畜排せつ物由来でなくてはならない（2）。このため有機耕

種農家の多くは，たとえ距離が離れていても有機畜産農家から家畜排せつ物の搬出を希望

し，さらに家畜排せつ物そのものに対して，輸送費等も含めて金銭を支払う傾向にある（浅

井，2015）。 

 このような環境規制あるいは有機認証のルールによって，家畜排せつ物の価値が大きく

異なり，パートナーシップの形態も大きく異なる点は興味深い。その一方で，“安定型パー

トナーシップ”や“農外型ネットワークパートナーシップ”のように，親族や農業以外の活動

で知り合った耕種農家と密な連絡を取り合いながら連携を図っている取組が一定数観察さ

れたことも，単に規制対応とは限らない，より自発的で持続的な取組が行われているとい

う点で重要である。 

 

４．オランダ 
 

（１）Manuresheds の概要 

オランダの国土面積は約 4.1 万 km2 でデンマークよりやや小さいが，輸出額ベースでは

米国に次ぐ世界第 2 位の農産品輸出国である（OECD, 2023a）。園芸作物に加えて，古くか

ら畜産業が盛んであり，そのため家畜飼養頭数も多い。2022 年には，オランダ国内で 1,130

万頭の豚，380 万頭の牛が飼養されており，豚に関してデンマークと同規模であるものの，

牛については同国の倍以上の頭数が飼養されていた（第 6 図）。このような事情から，2020

年の家畜飼養密度は，EU27 か国の平均値が１ha あたり 0.7LSU（3）であるのに対して，オ

ランダは 3.4LSU/ha と EU 圏内で最も高い（Eurostat, online）。なお，デンマークの家畜飼

養密度は 1.6LSU/ha である。 

オランダ国内の畜産業は，北部と西部に集中する酪農，そして南部と東部に集中する養

豚に分けることができる（第 7 図(a)）。北部・西部で酪農を営む農家の多くは自ら牧草地

を所有していることから，環境規制で定められた範囲内でまず自身の草地にスラリー状の

家畜ふん尿を散布し，余剰分が発生する場合には近隣の耕種農家へ譲渡する場合が多い。

ただし，後述するように散布量に関する特例措置が 2024～2026 年にかけて全廃されるこ

とから余剰量は変わりつつある。その一方で，南部・東部の養豚農家の中には自作農地を

所有していない経営もあり，農場内で処理しきれない排せつ物の余剰が発生している。そ

のため，輸送に適した加工処理（水分含量の低下や栄養含有量の向上）を施して，たい肥，

ペレット等の形状で国内あるいは国外に搬出している。後述するように，これは南部・東
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部に課された環境規制によるところが大きい。 

 

 

第 6 図 オランダにおける家畜頭数および畜産農家の変遷 

出所：StatLine (online a) Agriculture; crops, livestock and land use by general farm type, region． 

 

 
第 7 図 オランダの主な農業システム（a）と家畜排せつ物加工義務の指定地域（b） 

出所：Nederlands Centrum Mestverwaarding (2024)． 

 

 2023 年のデータによれば 1 年間で約 7,465 万トンの家畜排せつ物が発生した。このうち

の 84％は牛，11％が豚，5％が鶏およびその他の家畜由来となっている（StatLine, online b）。
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同年の日本国内における家畜排せつ物発生量は約 8,000 万トンであることから，オランダ

での発生量がいかに高いかが理解できる。 

なお，オランダでは，家畜排せつ物発生量を窒素およびリン酸塩に換算して報告するこ

とが多い。これに基づくと，2023 年における上記の家畜排せつ物発生量は，47.1 万トンの

窒素，14.6 万トンのリンに相当する。多くの家畜排せつ物は自身または近隣の農地に還元

されるが，環境規制もとで余剰分は発生しており，毎年 4～5 万トンの窒素（2023 年値は

4 万トン），3 万トンのリン（2023 年値は 2.9 万トン）がオランダ国外へ輸出されている。

この国外輸出は 2006 年以降，増加傾向にあり，OECD（2023a）によれば，毎年，豚由来の

リン約 1.8 万トンが近隣のドイツ，フランス，ベルギーを中心に搬出されている。 

オランダでは，家畜排せつ物の循環利用に向けて，畜産農家，運搬業者，アグリビジネ

ス関連企業等の連携促進を図ることを目的としたコンソーシアムである Nederlands 

Centrum Mestverwaarding（オランダ家畜ふん尿センター，以下 NCM）が 2018 年に設立さ

れた。ベルギーでは，同様のコンソーシアムが 25 年前から存在しており，NCM は本取組

をモデルにしたものである。活動予算の半分は政府予算で，残りはアグリビジネス企業か

らの出資で成り立っている。正職員はセンター長を含め数名ほどである。家畜排せつ物に

関する 20 ほどのプロジェクトを常時実施しており，コンサル業者，大学等へ発注してい

る。この他，旗艦レポートである「Landelijke rapportage en inventarisatie export en verwerking 

dierlijke mest（家畜排せつ物の輸出と処理に関する国家報告と目録）」を毎年作成し，オラ

ンダ国内における家畜排せつ物の排出・処理・輸出に関する動向を報告している。 

 

（２）環境規制 

オランダにおける家畜排せつ物に関する政策は，1986 年に定められた肥料法 

(Meststoffenwet)，1991 年の EU 硝酸塩指令 (91/676/EC)および 2000 年の EU 水枠組み指令 

(2000/60/EC)に基づく「オランダ行動計画」を中心に成り立っている。肥料法は，窒素とリ

ンの環境放出の削減を目的に，肥料の施用基準に関する規定，家畜排せつ物の加工処理等

に関する規定，肥料成分等に関する規定を主に定めている。また「オランダ行動計画」で

は，家畜排せつ物の農地への施用に関して定めており，家畜排せつ物の施用基準や家畜排

せつ物を散布できる時期等が規定されている。家畜排せつ物に関する政策は複雑であるこ

とから，以下には主要対策に絞って紹介する。 

まず，オランダでは家畜排せつ物由来の窒素とリン酸塩の排出量の上限値を国レベルで

定めている。現在，畜産業全体の年間上限値として，窒素 54.4 万トン，リン酸塩 17.29 万

トンが課されている。このうち乳用牛由来の窒素は 28.18 万トン，リンは 8.49 万トン，養

豚では窒素 9.91 万トン，リン酸 3.97 万トン，さらに家禽の場合は窒素 6.03 万トン，リン

酸 2.74 万トンとなっている。これらの値は集約的な畜産による水質汚染の防止を目的に欧

州委員会との協議によって定められたものであり，オランダ政府は毎年の排出量を上限値

以下に抑えなくてはいけない。 
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しかしながら，2015 年 3 月末に生乳クオータ制度が廃止されたことをうけて，生産者の

増産意欲が高まり，乳用牛飼養頭数が増えたため，リンに関してその排出上限値を 2015 年，

2016 年と 2 年続けて超過してしまった。このため欧州委員会の勧告の下，オランダ政府は

2017 年の排出に関してリン酸塩排出削減計画を策定し，上限値まで引き下げることを約束

した。 

本リン酸塩排出削減計画では，酪農，養豚および養鶏部門で 1.08 万トンのリン酸塩を削

減することが目標とされ，その内の 75.9％分は酪農部門に課された。酪農における削減計

画は，頭数削減計画（生産者に対し処分した頭数に応じて奨励金が支払われた），営農中

止計画（2017 年中に経営を中止する生産者に対して奨励金が支払われた），飼料削減計画

（乳用牛用配合飼料中のリン酸塩の含有量を 1kg あたり 4.3 グラム以下に抑える）の 3 本

柱で構成された（農畜産業振興機構，2017）。結果，2017 年における家畜排せつ物由来の

リン酸塩排出量は 16.79 万トンで，欧州委員会が定めた排出上限値（17.29 万トン）を 3 年

ぶりに下回った（農畜産業振興機構，2018）。 

2006 年には，デンマークと同様，農業部門から地下水や地表水に浸出する硝酸塩やリン

酸塩を減らすことを目的に家畜排せつ物の農地への施用制限が導入された（Blanken et al.，

2019）。EU 硝酸塩指令に基づき，家畜排せつ物由来の窒素（N）施用量は，1ha あたり年

間 170kg となっている。ただし，草地放牧による牛排せつ物由来の窒素については 230 kg

または 250 kgN/ha まで散布が許可される例外措置が設けられ，諸条件を満たした酪農家は

その恩恵を受けてきた。しかしながら，家畜飼養密度が EU 圏内で群を抜いて高く，また

家畜排せつ物のずさんな管理を問題視した欧州委員会の通達により本例外措置の廃止が決

定された（USDA, 2024）。これによりオランダ国内では 2023 年より段階的に上限値が引

き下げられており，2026 年には全ての畜産農家が 170kg N/ha の統一ルールに従わなくて

はならない。本例外措置はデンマークとアイルランドでも実施されていたが，いずれの国々

でもそれぞれ 2024 年と 2025 年に廃止された（USDA, 2024）。 

この他，家畜飼養密度が高い国内の 3 地域において，自ら所有する農地に施用できる量

を上回る家畜排せつ物が発生した畜産農家に対して，余剰分の一部について原則，国外輸

出を前提に加工を施すことが 2018 年より義務づけられた（家畜排せつ物加工義務）（前

田・石井，2020）。なお，この加工義務は畜産農家間での取引が許可されている。該当す

る農家は，余剰量に政府が決めた割合を掛けて算出した数量分（リンベース）をたい肥ペ

レット等に加工しなくてはならない。本割合は毎年更新されるが，養豚が密集している南

部および東部地域の割合が高く設定されている（第 7 図(b)）。2024 年については，南部地

域では余剰分の 59%を，東部地域では 52%，北部地域では 10％を加工する。 

デンマーク同様，窒素・リン流出防止の観点から作物生育期間外での家畜排せつ物の農

地施用は禁止されている（前田・石井，2020）。例えば，スラリー状の家畜排せつ物に関

して，草地には 2 月 16 日～8 月 31 日，耕作地には 2 月 16 日～9 月 15 日の期間のみ散布

ができる。散布可能期間においても，土壌が凍結したり雪に覆われたりした場合には散布
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しかしながら，2015 年 3 月末に生乳クオータ制度が廃止されたことをうけて，生産者の

増産意欲が高まり，乳用牛飼養頭数が増えたため，リンに関してその排出上限値を 2015 年，

2016 年と 2 年続けて超過してしまった。このため欧州委員会の勧告の下，オランダ政府は

2017 年の排出に関してリン酸塩排出削減計画を策定し，上限値まで引き下げることを約束

した。 

本リン酸塩排出削減計画では，酪農，養豚および養鶏部門で 1.08 万トンのリン酸塩を削

減することが目標とされ，その内の 75.9％分は酪農部門に課された。酪農における削減計

画は，頭数削減計画（生産者に対し処分した頭数に応じて奨励金が支払われた），営農中

止計画（2017 年中に経営を中止する生産者に対して奨励金が支払われた），飼料削減計画
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2006 年には，デンマークと同様，農業部門から地下水や地表水に浸出する硝酸塩やリン
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間 170kg となっている。ただし，草地放牧による牛排せつ物由来の窒素については 230 kg

または 250 kgN/ha まで散布が許可される例外措置が設けられ，諸条件を満たした酪農家は
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き下げられており，2026 年には全ての畜産農家が 170kg N/ha の統一ルールに従わなくて

はならない。本例外措置はデンマークとアイルランドでも実施されていたが，いずれの国々

でもそれぞれ 2024 年と 2025 年に廃止された（USDA, 2024）。 

この他，家畜飼養密度が高い国内の 3 地域において，自ら所有する農地に施用できる量

を上回る家畜排せつ物が発生した畜産農家に対して，余剰分の一部について原則，国外輸

出を前提に加工を施すことが 2018 年より義務づけられた（家畜排せつ物加工義務）（前

田・石井，2020）。なお，この加工義務は畜産農家間での取引が許可されている。該当す

る農家は，余剰量に政府が決めた割合を掛けて算出した数量分（リンベース）をたい肥ペ

レット等に加工しなくてはならない。本割合は毎年更新されるが，養豚が密集している南

部および東部地域の割合が高く設定されている（第 7 図(b)）。2024 年については，南部地

域では余剰分の 59%を，東部地域では 52%，北部地域では 10％を加工する。 

デンマーク同様，窒素・リン流出防止の観点から作物生育期間外での家畜排せつ物の農

地施用は禁止されている（前田・石井，2020）。例えば，スラリー状の家畜排せつ物に関

して，草地には 2 月 16 日～8 月 31 日，耕作地には 2 月 16 日～9 月 15 日の期間のみ散布

ができる。散布可能期間においても，土壌が凍結したり雪に覆われたりした場合には散布
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できない。スラリーの散布に関しては，アンモニア揮散防止の関連からインジェクターの

施用が義務づけられている。散布禁止期間中は家畜排せつ物を農場内で貯留する必要があ

ることから，最低６か月分の家畜排せつ物を貯めることができる容量を持った（スラリー）

タンクの保有も義務づけられている（前田・石井，2020）。 

 

（３）農場外への家畜排せつ物の搬出 

NCM の Roefs 氏によれば，余剰分が発生した際の家畜排せつ物の農場外搬出に関して

は，本作業に特化した運送業者が収集・輸送を担っている。通常，個々の畜産農家が運送

業者に直接依頼する場合が多い。不正な投棄を防ぐため，運送トラックには GPS が搭載さ

れており，搬出先の追跡が可能となっている。また，環境規制への対応として，自身の農

場外へ排せつ物の搬出を行った畜産農家は，受け取り者（耕種農家）の署名付きの受領証

を政府に提出する義務がある。 

近隣の耕種農家へ譲渡する場合には，畜産農家自身が耕種農家へ連絡を取り，散布時期

や量等について相談するが，遠方の場合には，運送業者が引き取り先を見つけ，交渉する

場合が多い。また，輸送のために加工処理する場合には，大規模経営であれば自身の農場

内で加工を行うこともあるが，例えば農協が近隣の畜産農家を束ね，共同で加工処理を行

う場合もある。 

Oenema (2020)によれば，輸送・処理・散布作業にかかる費用の合算はおよそ 1m3 あたり

5〜25 ユーロと試算されている。ただし，これは輸送距離や加工処理によっても大きく異

なる。例えば，20km 以内の近隣農家であれば 1m3 あたり 5～10 ユーロであるが，ベルギー

ドイツ，フランスといった近隣国へ輸出した際には，20～25 ユーロかかる（第 8 図）。た

だし，これらはコロナ禍，ウクライナ侵攻前に算出された値であることから，現在はより

高い費用がかかっている。例えば，2024 年 2 月時点での牛の家畜排せつ物の処理費用は

1m3 あたり 30 ユーロ，豚については 32.50 ユーロとされ，1 年前から 10 ユーロも高騰した

との報告もある（USDA, 2024）。この背景には，資材やエネルギーの高騰に加えて，前述

のように 230 kg または 250 kg N/ha まで散布できる例外措置が段階的に廃止に向かってお

り，酪農家を中心に散布先である農地を巡って競合が増えたり，増えた余剰分を貯留でき

るスラリータンクの増設等に追加費用を割いたりしていることが原因とされている。 

なお，デンマークと同様に家畜排せつ物処理にかかる費用は全て畜産農家が負担するも

のとされ，政府からの補助金等の支援はない。ただし，メタン発酵や焼却処理を通じて発

生した電気へのプレミアム買取制度は除く。 
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第 8 図 距離に応じた家畜排せつ物処理費用（a）とオランダ国外の輸送先（b） 

出所：Oenema (2020)． 

 

（４）耕種農家とのやり取り 

オランダ国内においては，家畜排せつ物の余剰分が常に発生している状態にあるため，

基本的には国内の耕種農家へは無料で提供されている。さらに散布先の確保が難しい場合

には，供給側（畜産農家や運送業者）が受け入れに対して支払いを行うこともある。例え

ば，de Koeijer et al. (2014)によれば，1 トンあたり 1～14 ユーロを畜産農家が耕種農家へ支

払っているとの報告もある。これは家畜排せつ物の質や輸送距離によって異なる。 

一方で，散布費用に関しては，耕種側が負担する場合もある。オランダ国内の主な散布

先は，乳用牛由来のふん尿であれば牧草地やサイレージコーン，養豚由来の場合は冬小麦，

馬鈴薯，甜菜等の栽培時に施肥される。 

 

（５）国外への輸出 

前述のように 2018 年から開始された家畜排せつ物加工義務に伴い，養豚・養鶏が密集し

ている南部および東部地域を中心に加工処理された豚糞，鶏糞の国外輸出の割合が増加し

ている。第 8 図(b)が示すように，豚糞の主な輸出先は 150～300km 圏内のベルギー，ドイ

ツ，フランスが多く，他方で鶏糞（ペレットと焼却処理後の灰）については肥料の原料と

してアジア等への EU 圏外へも輸出されている。 

なお，衛生面の観点から，家畜排せつ物を国外輸出する際には，加工処理が義務づけら

れている。これは EU Animal By-Products Regulation (EU 規則 142/2011)にて定められてお

り，具体的には，「70 度以上の熱処理を最低 60 分間行う」等の処置を含む。なお，本対

応はオランダに限らず EU 加盟国で共通となっている。 

 NCM の Roefs 氏によれば，各国（ベルギー，ドイツ，フランス）に肥料取り扱いメーカ

ー等を中心とした卸先があり，家畜排せつ物の輸送形態や取引内容はメーカーの希望や交

渉次第となっている。このような海外販路を開拓したのは，規制下における畜産農家およ

び運搬業者であり，オランダ政府が何かしらの政策的な支援を行ったことはないという。
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農林水産政策研究所 自然資本プロジェクト【持続的畜産】研究資料 第１号(2026.3) 

105 

ただし，家畜排せつ物の循環利用の促進を目的として立ち上げられたコンソーシアムであ

る NCM の運営費用の半分は政府予算である。 

 

５．おわりに：Manuresheds の創出に向けて 

 

上記のデンマークおよびオランダでの取組を参考に，本節では Manuresheds の成立に大

きく影響を与えると考える「土地利用・地理的条件」，「環境規制」，「農家の能力や意

識」，「投入財等の価格変動」，「社会ネットワーク」の 5 点から考察を行う。なお，こ

こでは文献レビューで抽出された上記二か国以外の取組や議論についても触れ，日本にお

ける Manuresheds の創出に向けた示唆とする。 

 

（１）土地利用・地理的条件 

Manuresheds 成立の第一条件として，まず家畜排せつ物を還元できる農地への物理的な

アクセス性が考えられる。具体的には，どれほどの広大な自作農地を保有しているか，ま

たは近隣に散布できる農地があるか，そして輸送する際の道路等のインフラ整備がされて

いるかである。デンマークやオランダで広く観察されるように，基本的には貯留施設の確

保，散布時期および散布方法の遵守がなされていれば，家畜排せつ物に対しては特別な処

理はせず，そのまま自作地あるいは近隣の農地に還元することが主流となっている。他方

で，オランダの東部・南部地域のように，農地アクセスの競合性が高い地域では，たい肥

化やペレット化によって水分含有量を減らし，輸送に向いた形に処理した上で，広域的な

流通を行っている。いずれも輸送費用を最小限にとどめようという行動原理に基づくもの

と理解できる。家畜排せつ物利用の経済性を分析した米国の Araji et al. (2001)や Paudel et 

al. (2009)も，家畜排せつ物が化学合成肥料の代替として広く利用されるかどうかは，畜舎

から耕作地への距離とその輸送費用に大きく依存すると結論づけている。この他，インフ

ラ整備が進んでいるデンマークやオランダでは問題となっていないが，悪路等の農村地域

における交通事情が未発達であることが家畜排せつ物の広域的な農地還元を妨げていると

の報告もある（Paudel et al., 2009）。 

他方で，家畜排せつ物の広域流通を妨げる一番のボトルネックは運搬費用であることか

ら，これを改善するような革新的な技術の開発も期待される。例えば，近年では家畜ふん

尿処理技術の進歩によって，ふん尿から窒素分を回収して利用する RENURE（REcovered 

Nitrogen from manURE）肥料の製造が可能になった。現在「RENURE」の名称で流通させる

ため，その規格や規制の制定が EU 内で議論されている。しかしながら，RENURE 肥料の

製造コストは現在トンあたり 22 ユーロとされており，広く普及されるには依然としてハ

ードルは高い（USDA, 2024）。 
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（２）環境規制 

1991 年に発令された EU 硝酸指令を受けて，各 EU 加盟国は，硝酸汚染や富栄養化が

生じている地域またはそのおそれのある地下水や地表水の集水域を硝酸脆弱地帯に指定

し，脆弱地帯内の農業者には各国が定める行動計画の遵守を義務として課してきた（浅井，

2015）。国全体が脆弱地帯であるデンマークやオランダでは，そのほかの EU 加盟国と比

べても特に厳格な規制を農家に課し，余剰窒素・リンの大幅な削減に成功している。両国

では多数の農家が家畜排せつ物を介したパートナーシップに参加しているが，その多くが

環境規制への対応に起因していることは間違いない。 

一方で，現行のパートナーシップへの政策的な支援はほとんど行われておらず，汚染者

負担の原則の下，処理に係る費用は全て農家（主に畜産農家）が負担している。また，よ

り現場環境に即した効果的な政策を実施するために規制自体も複雑化しており，その実施

状況を検査し，運用する政府側の負担も増加傾向にある。循環型農業の実施が高い社会コ

ストを支払うことによって実現されていることは考慮する必要があるだろう。 

 

（３） 農家の能力や意識 

環境規制の実施がもたらした功績の一つとして，畜産農家および耕種農家ともに家畜排

せつ物管理および施肥管理への理解，ひいては環境経営への意識が大きく向上したことが

挙げられる。デンマークやオランダの農業者は常に厳格な環境規制への対応を求められて

おり，施肥計画から実際の家畜排せつ物管理，そして当局への実際の施肥量の報告等，高

度な知識と経営能力が必要になる。実際には，多くの農家はアドバイザリーサービス（民

間の普及組織）に有償でコンサルティングを依頼し，彼らに代理申告を任せているが，も

ちろん最終的な意思決定は農家自身である。一方で，聞き取り調査によれば，このような

環境規制への対応がこなせるのは主に大規模経営であり，小中規模の経営体や，自作地の

多い地域の農家では環境への意識は低い傾向にあるとの意見もあった。年々厳しくなる環

境規制が特に小中規模の畜産農家の離農を促し，代わりに高度にプロフェッショナルな経

営の規模拡大化につながっているとも言える（第 4 図，第 6 図）。 

土壌別，作物別に窒素とリンの施用量が定められているデンマーク，オランダでは，耕

種農家に関しても施肥管理への意識が非常に高いと言われている。しかしながら，環境規

制の下，無料で家畜排せつ物を受けとることが慣例となっており，その価値を低く見積も

る傾向にあり，ひいては対価を支払うという感覚も低い傾向にある（Asai et al., 2014a）。

例えば，Tur-Cardona et al. (2018)はデンマークとオランダを含む欧州 7 か国における耕種農

家に対して，彼らに有機肥料（Bio-based fertilizers）の選好性を明らかにするアンケート調

査を行った。具体的には，有機肥料に求める質（形状，窒素含有量の不確実性，衛生面，

有機炭素量，即効性等）と，化学肥料を 1 ユーロ/ N kg とした場合，有機肥料に対してい

くらであれば支払えるか（支払い意思額）を尋ねた。本結果によれば，何も処理が行われ

ていない場合には，ほぼ無料（0.0001 ユーロ/N kg），滅菌等の衛生面での処理がなされて
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（２）環境規制 
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いれば 0.47 ユーロ/ N kg，仮に化学肥料と同質の場合でも化学肥料の 76％（0.76 ユーロ/N 

kg）の価格であれば購入するというシビアな回答を得ている。最も評価が高かったのはペ

レット加工（0.86 ユーロ/ N kg）であるが，その製造費用を考慮すれば，畜産農家の負担が

大きいことに変わりはない。このような状況を打破するためにも，まずは肥料に関する耕

種農家のニーズを正しく把握し，戦略的に家畜排せつ物の付加価値を上げていく取組がよ

り必要になるだろう。 

 

（４）投入財等の価格変動 

冒頭で述べたように現在，耕畜連携を扱った研究論文・報告書が世界的に増えている（第

1 図）。これは，持続可能な農業あるいは循環型農業の実現に向けた社会的関心が高まっ

ていることに加えて，現在の化学肥料や飼料価格の高騰も大きく影響していることが考え

られ，家畜排せつ物の農地還元を促進する好機である。筆者の把握する限り，このような

投入財価格の高騰がどれほど Manuresheds の創出に影響を与えているのかを実証的に明ら

かにした研究はまだ報告されていないが，例えば，近年では OECD 加盟国でも化学肥料の

代わりに家畜排せつ物由来の窒素・リンの利用を促す政策的な支援も実施されており，実

際に家畜排せつ物を介した新規の取組も多数開始されているものと考えられる（OECD, 

2023b）。 

しかしながら，継続的に家畜排せつ物が排出される畜産農家にとっては，耕種農家との

やり取りが，例えば化学肥料の価格が高騰している時期のみで終了してしまうと大問題と

なる。実際，デンマークの畜産農家がパートナー（耕種農家）に求める理想像を尋ねた Asai 

et al. (2014b)によれば，多くの回答者が長期的なやり取りが望める相手を希望する傾向にあ

ることがわかっている。他方で，家畜排せつ物を利用している耕種農家のすべてが必ずし

も家畜排せつ物を好んで引き取っているわけではなく，作物収量への効果が高く，臭いも

少ない化学合成肥料の利用をより好む耕種農家も多い。前述のように，超過的に排出され

る家畜排せつ物を分配せねばならない畜産農家は，取引の合意形成において弱い立場にあ

り，家畜排せつ物の受け取りの決定権は耕種農家側にあることが多い。 

そこで，このような市場価格等の外部因子に影響されやすい耕種農家の日和見的な行動

を避け，中長期的に Manuresheds を維持していく手段を見つける必要がある。例えば，デ

ンマークやオランダのいくつかの畜産農家では，最低限の受け取り量や契約期間を記した

契約書を作成し，それを耕種農家と交わすことで，毎年確実に家畜排せつ物の搬出入が行

われるよう工夫している。また，両国では規制対応として，耕種農家が家畜排せつ物を受

け取った場合には，彼らの署名も政府機関に提出する必要があるが，このような制度も実

際のやり取りを担保する仕組みとして一定の役割を果たしていると聞いている。普及員や

コントラクター等，第三者を介して家畜排せつ物の搬出入を行うことも，やり取りの確実

性を高める上で有効だろう。 
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（５）社会ネットワーク

Manuresheds 成立条件として「農地への物理的なアクセス性」を指摘したが，耕種農家へ

の社会的なアクセス性（社会ネットワーク）も非常に重要である。受け取り手である耕種

農家との良好な関係なしに，家畜排せつ物受け取りの了承を経て，農地へ散布することは

難しいからである。Battel (2006)や Núñez and McCann (2004)は，家畜排せつ物を肥料とする

上での阻害要因としては，輸送費用に加えて，臭いや家畜排せつ物中の雑草種子の混入，

施肥のタイミング，施肥機による土壌の踏み固め等があるとしている。これらを加味し，

それでも耕種農家も受け取ってもらうには，畜産農家のきめ細かい対応が必要となる。例

えば，Asai et al. (2018)は北海道・十勝平野においてバイオガスプラントから発生する消化

液を液肥として利用している耕種農家とそうではない農家に聞き取り調査を行い，消化液

の受け入れ条件として，耕種側の輪作体系を把握し，散布時期や量，また散布のやり方に

関して畜産農家からきめ細かい対応をしてもらうことが重要であることを指摘している。

そのためには，お互いが比較的近い距離に位置し，必要最低限のコミュニケーションがす

ぐにとれる間柄であることが重要である。デンマークの調査でも，近距離でお互い気心の

知れた相手とパートナーシップを結ぶ傾向が高いという背景には，このような心理的要因

が作用しているためと理解できる（第 9 図）。

第 9 図 パートナー同士の社会関係性と牛排せつ物の最長輸送距離との相関関係

注：デンマーク・ユトランド半島西部における有機農家同士および慣行農家同士の取引内容（n＝123）よ

り作成．

出所：浅井（2015）．

一方で，オランダのように必ずしも近距離内で全ての余剰家畜排せつ物が処理できると

は限らず，広域的に家畜排せつ物を流通させていく必要もある。その際，農家に代わって

受取先を探し出し，必要に応じて調整役を担ってくれる普及員や運搬業者の役割が重要と

なる。第 9 図が示すように，デンマークでも距離が離れるほど，第三者（主に普及員）を
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介した紹介が多くなる傾向にある。またオランダでは前述のように家畜排せつ物の取り扱

いを専門に扱う運搬業者が受取先と調整することが多く，また国外輸出となると肥料メー

カー等の別の経済主体も関わってくる。 

このように家畜排せつ物の流通規模が大きくなるにつれて，それに応じて関わる主体が

増え，より複雑な社会ネットワークが形成される仕組みを Meredith et al. (2022)は実証して

いる。Meredith らは，米国における家畜ふん尿の循環システム構築（Manureshed）におい

て，どのような関係主体の連携が重要かを国内事例研究から調査し，社会ネットワーク分

析を行った（第 10 図）。これによれば，農家レベル，ローカルレベルの取組では，主に生

産者（畜産および耕種），普及員，農業コンサルタントの 3 者が主要な主体となるが，地

域や国レベルのように規模が大きくなると，上記 3 者に加えてコントラクターや肥料処理

会社（Manure treatment），肥料メーカー，NGO 等の合計 17 の主体が関わっているという。 

このように多様な主体が参加し，複雑な Manureshed がうまく機能するための条件とし

て，Kleinman et al. (2022)は，①どの地域に余剰窒素が発生し，どの地域で栄養素が不足し

ているのか，地域間の資源賦存量を正しくマッピングして評価し，関係主体間で共有され

ること，そして②各主体の専門性を超えて調整役を担う“Manure Broker”が存在すること

の 2 点を強調している。オランダでは①と②の役割を担う主体として，家畜ふん尿センタ

ー（NCM）が 2018 年に設立された。日本においても，より広域的に家畜排せつ物を流通

させていくためには，このようなコンソーシアムを立ち上げることも有効であると考える。 
 

 
第 10 図 米国の Manuresheds に関わるアクター間の取組規模別の社会ネットワーク 

出所：Meredith et al. (2022)． 
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〔注〕 
(1) OECD における窒素の養分バランス指標の計算方法は次のとおり。まず該当国の農地全体に対して持ち込まれる

窒素の全インプット量を計算する。これは肥料，家畜ふん尿，降雨，微生物による窒素固定，種苗等を含む。次に

耕種作物，果樹や茶樹，飼料作物によって，吸収されて圃場外に搬出される窒素の全アウトプット量を計算する。

インプット量とアウトプット量の差を「養分バランス」として，その国全体の農地面積 ha あたりの養分量 kg で

表示を行う。 

(2) デンマークの有機農業では，１ha あたり最大 70 ㎏の窒素は慣行農場由来の家畜排せつ物であっても施肥が認め

られている。詳細は浅井（2015）を参照のこと。 

(3)  LSU（家畜単位）とは，家畜の飼養密度を表す指標として用いられる係数で，2 歳以上の雄牛：1.0LSU，1 歳以

上 2 歳未満の牛：0.7LSU，体重 50kg 以上の繁殖雌豚：0.5LSU，体重 20kg 未満の子豚：0.027LSU，他の豚：0.3LSU

などとなっている。 
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表示を行う。 

(2) デンマークの有機農業では，１ha あたり最大 70 ㎏の窒素は慣行農場由来の家畜排せつ物であっても施肥が認め

られている。詳細は浅井（2015）を参照のこと。 

(3)  LSU（家畜単位）とは，家畜の飼養密度を表す指標として用いられる係数で，2 歳以上の雄牛：1.0LSU，1 歳以

上 2 歳未満の牛：0.7LSU，体重 50kg 以上の繁殖雌豚：0.5LSU，体重 20kg 未満の子豚：0.027LSU，他の豚：0.3LSU

などとなっている。 
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